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文京区告示第 1 以？ 号

入 札 公 告（再度公告入札）

特別養護老人ホ ー ム文京白山の郷大規模改修その他電気設備工事について、 制限を付した
一般競争入札（以下「入札」という。）を行うため、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第167条の6 の規定により次のとおり公告する。

本件入札は、令和8年2月13日に入札公告を行った「特別養護老人ホ ーム文京白山の郷大
規模改修電気設備工事」の再度公告入札である。

本件は、文京区公 契約条例（令和6年6月文京区条例第2 4 号）の規定により、労働報酬下
限額以上の報酬を労働者等に支払うことや労働条件に関する事項の報告書を区に提出するこ
とが義務付けられる。

令和8年6月2 9日

文京区長 成 澤
I 

1 入札に付する契約の内容
入札に付する契約の内容は、 次のとおりとする。
本件工事は、 三者の構成による建設共同企業体に発注するものである。
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工事件名 特別養護老人ホー ム文京白山の郷大規模改修その他電気設備工事

業 種 電気工事

工事場所 文京区白山五丁目16番3 号
ア 施設概要

鉄骨鉄筋コンクリ ー ト造、地上5階・地下1階建て
敷地面積1,341 . 23 rri、 建築面積916. 40 rri、 延床面積3,819. 08 rri

概 要 イ 工事概要
特別養護老人ホー ム文京白山の郷大規模改修工事に伴う電気設備工事一式

ウ その他
電気設備工事を対象とし、関連する建築工事及び機械設備工事は除く。

工 期 契約締結日（議決日）の翌日から令和10年3月15 日まで

2 本契約の締結
落札者決定後、落札者と仮契約を締結し、本契約については、地方自治法（昭和22年法

律第67局）第96条第 1 項第 5 号の規定により令和 8年 9月文京区議会定例 議会で議決さ
れた日に締結する。

3 入札参加希望者に必要な資格
入札参加希望者は、 次の要件を全て満たす建設共同企業体であること。

(1) 建設共同企業体は、 三者の構成によるものであること。
(2) (1)の建設共同企業体の構成員は、次のアから力までに掲げる事項に該当すること。

ア 希望申請時において、 東京電子自治体共同運営電子調達サー ビス（以下「電子調達
サー ビス」という。）における文京区の入札参加資格を有していること。

イ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。
ウ 文京区指名競争入札の参加資格を有する者に対する指名停止取扱要綱(18 文総契第

34 7号）による指名停止の期間中でないこと。
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工 文京区契約における暴力団等排除措置要綱(23文総契第306号）による入札参加除

外措置の期間中でないこと。

オ 経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1 項の規定によ

り更生手続開始の申立てがなされたとき、 民事再生法（平成11 年法律第 225 号）第

21条第1 項の規定により再生手続開始の申し立てがなされたとき、 手形又は小切手が

不渡りになったとき等。 ただし、 文京区が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除

く。）にないこと。

カ 建設共同企業体の構成員となる者が、 入札に参加する他の建設共同企業体の構成員

でないこと。

(3) 建設共同企業体の構成員の資格要件は、 次のとおりとする。 ，

地域要件 佃'‘‘‘ 

共同格付※ 1
業種コ ー ド0800「電気工事」

A ランク

（文京区において上記業種の指名実績がない事業者は、 電

子調達サー ビス上に登録されている上記業種の完成工事高

（基準日直前 1 年審査対象事業年度）の実績があること。）

代 経営事項審査 「電気工事」

表 区内業者：1, 000点以上

構 総合評定値※2 区外業者：1, 000点以上

成 特定建設業

員 建設業法の許可 （建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第6項に規定

する特定建設業の許可を得ていること。）

出資割合 50％以上

文京区、 国、 他の地方公共団体等との間で、 契約年月日が

その他 平成 28 年 4 月 1 日以降でしゅん功済みの電気工事契約実

績があること。 1 件の請負金額は、 下記金額以上とする。

1 件の請負金額が 1 億5, 000万円以上

資 地域要件 本店、 支店又は営業所が文京区の区域内であること。
格

業種コ ー ド0800「電気工事」
要 共同格付

件
A ランク、 B ランク

第 （文京区において上記業種の指名実績がない事業者は、 電

子調達サー ビス上に登録されている上記業種の完成工事高

位 （基準日直前 1 年審査対象事業年度）の実績があること。）

構 経営事項審査 「電気工事」

成 総合評定値 800点以上

員
建設業法の許可 特定建設業

（建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を得

ていること。），

出資割合 第三順位を下回らないこと。

地域要件 本店、 支店又は営業所が文京区の区域内であること。

第 共同格付 業種コ ー ド0800「電気工事」

A ランク、 B ランク又は C ランク
位 （文京区において上記業種の指名実績がない事業者は、 電
構 子調達サー ビス上に登録されている上記業種の完成工事高
成 （基準日直前 1 年審査対象事業年度）の実績があること。）

員 経営事項審査 ）「電気工事」

総合評定値 600点以上
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建設業法の許可 特定建設業又は一般建設業
（建設業法第3条第6項に規定する特定建設業又は一般建
設業の許可を得ていること。）

出資割合 第二順位を上回らないこと。

※ 1 電子調達サー ビスにおける格付で、 申請時点とする。
※ 2 建設業法第 27 条の 23 第 1 項に規定する経営事項審査点数で、 申請時点とする。

4 申請方法
(1) 入札参加希望者は、 電子調達サー ビスにて建設共同企業体の「協定書」及び「一般競

争入札参加資格確認申請書」を作成し、 提出すること（入力方法は、 電子調達サービス
電子入札操作手順書（工事）21頁以下を参照のこと。）。 電子調達サービスでの入力後、
以下の書類を紙媒体にて総務部契約管財課契約係まで提出すること。
ア 建設工事共同請負入札参加資格確認申請書（別記様式第1 号）
イ 建設共同企業体協定書（別記様式第2号）
ウ 委任状（別記様式第3号）
エ 競争入札参加資格確認申請書（別記様式第4号）
オ 誓約書（別記様式第5号）

なお、 建設共同企業体協定書については、 建設共同企業体の各構成員の数に文京区に
提出する 1 通を加えて作成すること。

(2) 資料の提出
ア 建設共同企業体の代表構成員は、 3(3)における契約実績について、 工事件名、 工事

場所、 契約金額及び契約年月日を証する書類を提出すること。
イ 建設共同企業体の各構成員は、 直近の経営事項審査の結果通知書の写し及び特定建

設業又は一般建設業の許可通知書若しくは許可証明書の写しを提出すること。
(3) 令和 8 年 7 月 10 日（金）午後 5 時までに(1)及び(2)を提出しない者は、 入札に参加する

ことができない。
(4) 申請書等の用紙の配付

窓口配付、 電子調達サービス又は文京区ホー ムペー ジによる。
ア 期 間公告の日から令和 8 年 7 月 10 日（金）午後 5 時まで
イ 場 所 文京区春日 一丁目16番21号 文京シビックセンタ ー15階

文京区総務部契約管財課契約係
(5) 申請書等の受付

申請書等は、 電子調達サービスにて申請後、 窓口へ持参することとし、 郵送又は電送
によるものは受け付けない。
ア 期 間(4)アと同じ
イ 場 所 (4)イと同じ
ウ その他 建設共同企業体の各構成員の電子調達サービスの建設工事等競争入札参加

資格審査受付票を必ず持参すること。
(6) その他

ア 提出する申請書類一覧は、 別表のとおりとする。
イ 提出された申請書等及び資料は返却しない。

5 入札参加資格の通知
(1) 審査の結果は、 令和 8 年 7 月 23 日（木） 以降、 電子調達サービスから一般競争入札参

加資格確認通知書（以下「通知書」という。） により、 申請した者に通知する。
(2) 入札に参加する資格がないとされた者については、 通知書にその理由を付記する。

6 入札に参加する資格がないとされた者に対する理由の説明
入札に参加する資格がないとされた者が、 その理由について説明を求めたときは、 次の
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とおり説明を行う。
(1)期 間 令和8年7月24日（金）及び27日（月）

午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までの間を除く。）
(2)場 所 4(4)イと同じ

7 契約関係書類の縦覧
文京区契約事務規則（昭和 39 年 4 月文京区規則第 11 号）、 文京区入札参加心得書及びエ

事請負契約約款は、 4 (4) イの窓口及び文京区ホー ムペー ジから縦覧することができる。

8 設計図書
5 (1)によりこの入札に参加する資格があるとされた者は、電子調達サー ビスの発注図書

等受領により設計図書等をダウンロ ー ドすること。 設計図書等は、 大容量ファイル送信サ
ー ビスにより、 電子調達サー ビスに登録されているメ ールアドレス宛てに別途送信する場
合がある。

なお、 設計図書等の全ての受領が確認できない者は、 入札に参加することができない。

9 質疑及び回答
設計図書に関して質疑があるときは、 次のとおり回答を行う。

(1) 質疑は、 設計図書の受領から令和8年7月30日（木）午後4時までに電子調達サー ビ
スにより質問登録を行うこと。

なお、 質疑がないときは、 登録不要とする。
(2) 回答は、 令和8年8月5日（水）午後3時までに電子調達サー ビスにより行う。

10 入札（開札）について
入札（開札）は、 次のとおり行う。

(1)入札日時 令和8年8月 21 日（金）午前9時30分までに電子調達サー ビスにより
入札書を提出すること。

(2)開札日時 令和8年8月 21 日（金）午前9時30分以降
(3) 入札及び開札場所 電子調達サー ビス

11 入札の方法
(1) 入札の方法については、 文京区契約事務規則 の規定するところによる。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額にその金額の100分の10に相当する

額を加算した金額（その金額に1円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨て
た金額）をもって契約金額とするので、 入札者は、 消費税に係る納税義務者であるか否
かにかかわらず、 その見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

(3) この入札には、 低入札価格調査基準価格を設定する。
(4) 本件は、 文京区公契約条例（令和6年6月文京区条例第24号）の規定により、 労働報

酬下限額以上の報酬を労働者等に支払うことや労働条件に関する事項の報告書を区に提
出することなどについて約定する必要がある。

詳細については、 文京区ホー ムペ ー ジに掲載されている「文京区公契約条例の手引」
その他の関係資料を確認すること。

12 入札行為の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、 入札行為を無効とする。

(1) この公告に掲げる競争入札に参加する資格のない者のした入札行為
(2) 虚偽の申請を行った者のした入札行為
(3) 文京区入札参加心得書の各条項に違反した入札行為
(4) 入札行為時点において資格がない者のした入札行為
(5) 不正な方法による入札行為
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13 落札者の決定

予定価格の範囲内の価格で入札をした者のうち、 最低の価格をもって入札した者を落札

者とする。 ただし、 落札者とされた者が12に掲げる行為を行った場合は、 落札を無効とす

る。 落札者の入札金額が、 低入札価格調査の対象となった場合には、 文京区低入札価格調

査委員会の審査を経て決定する。

14 契約上の注意

(1) 契約締結の際は、 請負金額の1割以上の履行保証証書を提出すること。

(2) 請負人の請求により前払金を支払うものとする。

(3) 落札者は、 建設業法に従い監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。

15 申請書等提出先及び問合せ先

総務部契約管財課契約係 電話03 (5803) 1150（直通）
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別表 ◆申請書類一覧◆

提出書類 必要部数

別記様式第1号I建設工事共同請負入札参加資格確認申請書 1 部

別記様式第2号I建設共同企業体協定書
4 部作成し、 1 部提出
(3者と文京区1部）

別記様式第3号I委任状 1 部

別記様式第4号I競争入札参加資格確認申請書 3部（構成員の部数）

・経営事項審査の結果通知書（写し）

3部（構成員の部数）
•特定建設業又は一般建設業の許可通知書

若しくは許可証明書（写し）

添付書類

・契約実績の証明書類（写し）

代表構成員のみ必要
文京区、 国、 他の地方公共団
体等との工事契約実績

【契約年月日】
平成28年4月1日以降でし
ゅん功済みの電気工事（契約
実績（過去IO年間）

【1件の請負金額】
1億5000万円以上

※JVの場合は、契約金額の出
資割合分を実績とみなす。

・建設工事等競争入札参加資格審査受付票 3部（構成員の部数）
（電子調達サー ビス） ※薙認後， 返裁する。

別記様式第5号I誓約書 3部（構成員の部数）
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